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皆様こんにちは。 
定刻より少し早いですが、みなさんお揃いですので只今より川西市社会福

祉施設及び老人憩いの家に係る平成 27 年度指定管理者管理運営評価を開
会させていただきます。 
本日はご多忙のところまた大変暑い中ご出席いただきまして誠にありが

とうございます。 
また評価者の皆様に置きましては、今回指定管理者管理運営に係る評価を

お願いいたしましたところ、快くお引き受けいただきまして本当にありが

とうございます。 
それでは開会に当たりまして健康福祉部長の根津よりご挨拶申し上げま

す。 
 
どうも皆様こんにちは。 
本日は指定管理者の評価委員会にお集まりをいただきましてありがとう

ございます。 
毎年行っておりますこの指定管理者の評価ですが、指定管理者の指定期間

が 5年ということで今年度最終年度となっております。 
この評価そのものが4回目ということで昨年度第4年目の指定管理者の業
務について評価をいただくことになっております。 
今年度はですね。少し様式の方、変更いたしまして、項目ごとに細かい評

価を行っていくこととしております。 
前年よりも少し項目が細分化されまして委員の方には少し細かい部分で

いろいろとご審議をいただくことになるかと思いますけれども、どうかよ

ろしくお願い申し上げます。 
 
それでは本日お集まりの評価者の皆様方のご紹介をさせていただきます。 
種智院大学教授の明石様です。 
税理士の横田様です。 
川西市障害者団体連合会副会長の寺田様です。 
次に指定管理者であります川西市社会福祉協議会の職員の方々、自己紹介

をお願いいたします。 
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社会福祉協議会常務理事の杢田でございます。 
この 4月から常務理事ということで就任させていただきました。 
どうぞ宜しくお願いします。 
 
こんにちは。事務局長の荻本です。どうぞ宜しくお願いいたします。 
 
事務局次長の中上でございます。宜しくお願い致します。 
 
副主幹の中谷です。宜しくお願いします。 
 
川西作業所、小戸作業所の管理者をさせていただいております西田と申し

ます。よろしくお願いいたします。 
 
川西作業所サービス管理責任者させていただいております今西です。よろ

しくお願いいたします。 
 
川西さくら園の園長しております田口です。よろしくお願いします。 
 
川西さくら園児童発達支援官責任者の川瀬です。よろしくお願いします。 
 
養護老人ホーム満寿荘の管理者させていただいております荒木と申しま

す。 
宜しくお願い致します。 
  
ひまわり荘の上霜です。よろしくお願いします。 
堀本 
一の鳥居老人福祉センターの管理員をさせてもらっております堀本です。 
宜しくお願いします。 
 
次に事務局職員を紹介します。 
改めまして、健康福祉部長の根津でございます。 
福祉政策課長の上西でございます。 
福祉政策課の岩名でございます。 
障害福祉課長の福丸です。 
同じく課長補佐の山下です。 
最後に司会を担当させていただいております福祉推進室長の岡本でござ
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います。 
 
尚、事務局では記録用として会議の録音をさせていただきたいと考えてお

りますのでご了承よろしくお願いいたします。 
 
それではまず、評価に入る前にこれから評価いただく障害者施設におきま

して本年 2月に兵庫県及び本市が合同監査を行い、一部施設に不適切な事
務処理が見受けられ兵庫県より改善等の指摘を受けました件につきまし

て川西市社会福祉協議会からその報告をさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
 
常務理事の杢田でございます。 
今、岡本室長が申し上げましたように、今年の 2月に県と市の合同監査が
心身障害施設の小戸作業所、川西作業所にございまして、そこで国の運営

基準に反する恐れがある、反する不適切なことが指摘されました。それに

つきまして 6月 3日付で改善計画書を提出しております。 
不適切な指摘内容というのが、個別支援計画が法令に基づいて作成できて

いなかったという部分が見受けられたということでございまして、それに

つきましては法令に対する認識が不足しておったということがございま

したので改善計画書を提出いたしまして、その改善計画書の中では研修を

実施するであるとか職員との風通しを良くして、意見交換をできることを

行うとか、内部監査をしていく外部監査をしていくという風な計画書を提

出しておりまして、兵庫県の方からはその改善計画書に基づいた実施状況

を今後継続的に監視していくという対応をいただいております。我々とい

たしましては提出いたしました改善計画書を着実に実施することによっ

て市民からの信頼を得ていこうと考えているところでございます。 
川西市の公の施設のうち社会福祉施設につきましては、我々社会福祉協議

会が指定管理を受けて管理運営をさせていただいているわけでございま

すけれども、川西市の指定管理委託契約の中で法令を今後重視していき、

なおかつ市民利用者の方々の満足度、質の向上を図り、老朽化している施

設が結構あるんですけれども、施設の適正な維持管理をしながら経費の削

減というような相反するような事も指定管理の宿命としてやって行きた

いと思っております。今日はそういったことで評価会議ということでまた

ご指摘等いただけましたらと思っておりますので監査の報告と今日の

我々の心構えということでよろしくお願いしたいと思います。 
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只今の内容につきましては評価シートのほうにもチェックをかけている

ところがありますので、またご参照いただきたいと思います。 
それでは、只今から心身障害者総合福祉センター養護施設の評価の議事に

入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 
まず事務局から、評価の方法や評価にあたっての流れについて説明いたし

ます。 
 
それでは評価をしていただく前に、この評価会議の目的、評価の流れ等に

ついてご説明の方をさせていただきます。 
本日お配りしております評価マニュアルの 1 ページの方ご覧いただけま
すでしょうか。 
評価の目的を記載させていただいております。 
指定管理者の管理運営は施設の設置目的を達成しているか市民サービス

の向上や経費の削減が図られているかどうかについて毎年検証し問題が

あれば適切に改善することを目的にこの管理運営評価制度が設けられて

おります。 
先程、冒頭にて部長の方、挨拶しましたが、今回から法令順守や接客態度

などの重要な項目についてその評価内容をより明確化し、その状況や問題

点に適正に評価できるように評価マニュアルと評価シートの一部を変更

させていただいております。なぜ、その評価に至ったのかの説明や二次評

価をしていただく皆様のコメントが記入できるようにさせていただいて

おります。 
今回お世話になる評価年度は平成 27 年度分で指定管理者から提出ありま
した事業報告書及び決算書につきましては事前に送付させていただいて

おります。 
評価の視点項目につきましてはマニュアル 1 ページの一番下に記載して
あるんですけど、大きく有効性、効率性、適正性の 3点についてご評価を
いただきます。 
評価の流れはマニュアルの最終の 6ページにつけております、評価の流れ
をご覧ください。 
まず指定管理者の自己評価、そして施設所管課の一次評価、そして最後に

評価会議の二次評価となります。 
すでに指定管理者から出されました自己評価、市の一次評価も終了してお

ります。 
事前に評価者の皆様に送付させていただきました、指定管理者評価シート

の方に両方の評価を横並びに記載しております。 
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評価レベルはマニュアルに 4ページに記載しておりますが、Ａ優良、Ｂ良
好、Ｃ課題含むＤ要改善となっております。但し、評価者の皆様にこの第

二次評価はこのＡ～Ｄまでの評価レベルをつけていただく必要はなく指

定管理者の自己評価及び施設所管課の一次評価を参考に評価を行ってい

ただきコメントを記載していただきますようお願いします。 
本日はあくまで事業報告書及び収支決算書を評価いただくということで、

指定管理者評価シートを参考に各項目にしたがって市及び指定管理者の

方へご質問をいただき評価をお願いいたします。各評価者から発言いただ

きました課題や改善内容につきましては市の方でまとめさせていただき

たいと考えております。 
公表につきましては一次評価と二次評価を市ホームページ等で公表し、指

定管理者につきましてはこの結果を通知を受け、業務改善をいただくこと

となります。 
以上事務局からの説明となりますよろしくお願いします。 
 
只今の説明についてご質問はありませんか。 
それでは小戸作業所の評価をしてまいりたいと思います。 
 
事前に送付させていただいております指定管理者評価シートをご覧くだ

さい。 
評価シートの 1ページＡ4の指定概要を記載しております。 
ご確認ください。 
それでは 2ページ目をお開きください。 
これより評価項目に沿って評価してまいりたいと思います。 
まず、左側の区分 1の施設の設置目的の達成に関する取組みの有効性のう
ち（1-1）施設の設置目的である事業運営の達成の項目①から③について
何かご質問あるでしょうか。 
よろしいでしょうか。 
それでは（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についてご質問あ
りますでしょうか。 
 
 
市の評価で行くとケアマネージメントに基づく支援が適切に行われてい

なかったという、これは具体的にはどんな感じなんですかね。 
 
これは今回監査によって指摘を受けた部分になるんですけれども、基本的
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な支援の考え方といたしましてですね、まず利用者の方の置かれてる状況

やご本人あるいはご家族の求めていらっしゃる支援の内容をですね聞き

取りましてそれに即した形でどういった支援をやっていくかということ

を個別支援計画という形で書面にまとめています。 
これをおおむね半年間にわたって計画に即した支援を行っていただき、そ

の半年後にその支援の内容がご本人に適したものであったかどうかとい

った評価を行ってですね、適宜内容を見直す、そういったことを繰り返し

いくのがケアマネジメントという風に呼ばれてそういった一連の法令に

定められた手続きに基づいた支援が行われていなかったといったことで

こうした評価にさせていただいております。 
 
要は社協さんはご自身ではＡの評価をつけておられて市の評価ではＤの

評価。一番上と一番下、こういう風な形の評価になってたという所がちょ

っと疑問というかそこらへんがあるんですけれどいかがなんですかね。 
 
社会福祉協議会の評価は私がさせていただいたんですけれども、②の利用

に係る登録方法や手順、こういう所に重きを置かせていただいて利用に係

る最初の段階の説明とか契約はさせていただいていましたのでここに重

点をおいて評価をＡとさせていただきました。 
 
手続き面のその部分は的確に行われていますよというＡという。 
 
最初の登録して利用始めるときの手続きはやっております。契約書を交わ

しておりましたということで、いいと思います。 
 
年間利用者数が 240人ということで、前年度よりは利用者数は絶対数は減
っております。これはその次にも出てくるんですけれど 26 年度の土曜日
に・・・しておりまして土曜日の利用平均が 15 人に満たないような状況
だったんです。 
それに対して土曜日を開所を辞めまして、月曜日から金曜日の開所にした

ということで一応デイということにさせていただいておりますけれど。 
 
施設の目的というのが利用者の方の日常生活のリズムとか毎日の通う場

所だったりしますので、それの目的は達成できたかなあという思いなんで

すけれども 
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指定管理

市の方の判断を一応教えていただけますか。 
 
おそらく、観点が少し自己評価とですね、私どもの評価では違ったのかな

という思いもしているんですけれども、その純粋にですね、利用者の状況

という所だけをとらえれば自己評価をされている通り間違いはないと思

うんですけれども、施設の目的に則って適切にそれが行われたどうかとい

たところに着目いたしますと、その部分にですね適切でないという状況が

やはりみられましたので私どもとしてはこういった評価をさせていただ

いたということでございます。 
 
続きまして（1-3）利用者の満足度についていかがでしょうか。 
 
続きまして 2．効率性の向上に関する取組み（2-1）経費の節減については
いかがでしょうか 
 
続きまして（2-2）収入の増加にについていかがしょうか。 
 
それでは（2-3）収支のバランスなどについていかがでしょうか。 
それでは 3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組みの内（3-1）
管理運営の実施状況についていかがでしょうか。 
 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用
などについていかがでしょうか。 
 
それでは最後に総合評価についていかがでしょうか。 
 
要は県の方からそういう調査というかあって、いろいろやっておられる方

の認識と違う視点でもって指摘を受けられたという事実ですよね。それに

対してここの改善内容に書いておられますけれども、そういう計画表であ

ったりとかマニュアルとか確認表というのを作られてると思うんですけ

れど、それが実際どういうものであってどういう風な確認表というのも作

ったはいいですけれど、それをどういうタイミングでどういう風な形で

日々それをチェックされているのかというかそういったそういったとこ

ろお聞かせいただければなあと思うんですけれど。 
 
今回県の方から指摘されたところが、まず基本的な計画を作るという部分
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が全くできていなかったとことなので、まずその方の支援計画を作るとい

うところに重点を置きまして、支援計画をつくるための継続の方でした

ら、モニタリングなんですけれど、モニタリングをした結果それによって

その方のモニタリングをした結果をその日と時間とか参加者の記録を私

が確認させていただきまして、そこでまず発行をさせていただきます。そ

れに基づいて計画表をまとめ上げましてご家族に説明した上で署名捺印

いただきます。 
計画表というのは署名、捺印をいただいた段階で成立というか、完成いた

しますので、モニタリングをした状態の時と最後完成した段階の 2段階で
私がチェックさせていただいて現在はそれを進めております。 
 
従来はそれがなかったというか。簡易のものはあったかもしれないけれど

といった感じですか？ 
 
口頭の確認で終わった。 
 
 
その確認表なり、署名いただいた分の保管というのはどういう風にされて

ます。 
鍵掛かるところとかそんなところですかね。 
 
最後の総合評価のところで、ご指摘もしていただいて改善もしていただい

ていることなんですけれども、法令順守というのは福祉分野だけでなく、

社会一般でコンプライアンスということで非常に厳しく求められている

ところではないかと思うんですが、具体的にはケアマネジメントに基づ

く、サービスが行われなかったとか、説明と同意がなかったという風なイ

ンフォームドコンセントと言われる、ただ単に説明しなかったということ

ではなくて、インフォームドコンセントという考え方が欠落をしていたん

ではないかなということなので、検証が行われるということなんですけれ

ども、そういう風なコンプライアンスという運営基準で行くと、最低基準

で少なくてもこれだけ守らないといけないことなんですけれども、よく言

われるのはただ単にそれを守りさえすればいいということではなくて、福

祉分野ではより良いサービス提供してその人の自立支援をしていくとい

う風な非常に積極的な意味でね、きちっとやっていただくことが必要では

ないかなということなので、法人全体としてそういう研修内容の中にコン

プライアンスの考え方であるとかインフォームドコンセントを徹底して
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ですね、研修をやっていただきたいなと意見がございます。 
 
計画につきましては、まったくできていないという説明がございました

が、出来てない期間はございますが、計画書についてはできてる分もちろ

んございますので、説明がすべてができていなかったような表現がござい

ましたは訂正させていただきます。 
 
質問なんですけれども、3ページ⑦利用者が限定される施設では、利用者
の選定を公平でかつ適切に実施したかという項目なんですけれども、適切

に実施しましたということなんですけれど、回答がＡになっているんです

けれども、実際に今年度の最近は利用したいんだけれどもニーズありなが

ら、利用できなかったとそういう方々実際に何人かおられるんですか。 
利用できた方のアンケートとかいろいろ緻密な対応は、利用したいのに入

れない不公平感を持ったほかの人、具体的に何人かいらっしゃったり、そ

ういう人の意見なりは反映させるそこがよく見えないな、公平にしてます

か、公平にしてます、という形でＡになってるだけなんでね、その辺を具

体的な。 
定員もあるし優先度あるし、もちろんそういうステップは踏んでやってい

らっしゃるとは思うんですが。 
 
27年度は希望者、就労業務支援型の方で定員が 20名なんですが、お二人
いつも入りたい方がいらっしゃって、その時すでに 21 名の方が在籍され
ていたので、どう考えても 1名しかない話をしていたんですが、2人とも
同じ条件で希望されていたので、同じ学校からこられていたこともあっ

て、ずっとトータルの人数で考えて継続させていただくようにしました。

今年度からその 2人共利用されています。 
 
先程、先生がおっしゃったように、定員がありますので、この 4月の時点
で 60人の定員に対して 62人なんです。それは曜日を限定されて来られた
り、長期にお休みになっておられる方がおられますので、出席率という点

では 60 名の方に入ってますので、その考慮したという点では、その辺を
考慮させていただいて、2人入られても定員の枠に中に納まるという考え
のもとで受け入れさせていただいています。ただ、なかなかその期限があ

って、卒業というものがございませんので、既得権的になると思うんです

けれども、入られた方が何らかの形で次の施設とか次の社会の中に入って

いくということがなかなかこの数年ないようなので、おっしゃるようにこ
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の機会、利用を求められる機会が皆様に均等にあるかといえば・・・ 
 
回転しませんよね。利用者は固まってしまって、新しく新規のだれもいら

っしゃらない。ずっとその方をきめ細かくいろいろやっていらっしゃるの

は構わないんだけれど、全体としてそれが恒例なのか、その辺がちょっ

と・・。 
これが小戸だけなのか、共通で感じたんですけど、Ａで終わってしまって

もいいのかな。 
 
市内の養護学校を卒業される方も毎年必ずおられますけども、なかなか小

戸作業者を求められても申し訳ない状況が続いてるのが事実です。 
 
それでは、自己評価と市の一次評価に少し違いがある、或いは評価委員の

先生方からいろんなご意見頂戴しましたので、意見は真摯に受け止めてい

ただいて、今後の管理にしっかり反映させていただきたいと思います。 
 
よろしいでしょうか。 
それでは小戸作業所の評価を終わりたいと思います。 
 
続きまして川西作業所の評価にまいりたいと思います。 
まず 1枚目は指定概要です。 
続きまして同様に 1．施設の設置目的に達成に関する取組みの（1-1）施設
の設置目的である事業運営の達成①～③についていかがでしょうか。 
それでは（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかがで
しょうか。 
 
それでは（1-3）利用者の満足度についていかかでしょうか。 
続きまして 2．効率性の向上に関する取組み（2-1）経費の削減についてい
かがでしょうか。 
それでは（2-2）収入の増加に関したいかがでしょうか。 
（2-3）収支のバランスについていかがでしょうか。 
 
続きまして 3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組みのうち
（3-1）管理運営の実施状況についていかがでしょうか。 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等理由
などについていかがでしょうか。 
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最後に総合評価についていかがでしょうか。 
それでは全体通して特に何かご意見ありますでしょうか。 
それでは川西作業所の評価について終了させていただきます。 
 
それでは川西さくら園の評価をしてまいります。 
まず、1枚目は指定概要でございます。 
それでは 1．施設の設置目的の達成に関する取組みのうち、（1-1）施設の
設置目的である事業運営の達成について①～③についてご質問あります

でしょうか。 
それでは（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかがで
しょうか。 
（1-3）利用者の満足度についていかかでしょうか。 
2．効率性の向上に関する取組み（2-1）経費の節減についていかがでしょ
うか。 
（2-2）収入の増加についていかがでしょうか。 
（2-3）収支のバランスについていかがでしょうか。 
3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み（3-1）管理運営の
実施状況についてご質問ありませんでしょうか。 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用
などについていかがでしょうか。 
 
③の日常の事故防止などの安全対策が適切に実施させているかというこ

となんですが、殆ど優良ということでＡつけていただいて、自己評価も市

役所の評価もよくてですね、非常にしっかりやっていただいてるかなとい

う風に思いますけれど、参考までに、定期的にヒヤリハット会議を開催す

るなど、適切に運営されていることなんですけれども、どんな風なヒヤリ

ハット活動があって、どんな風に改善されていってるのか、代表的なよく

あるような例があればご紹介いただけたらと思うんですが。 
 
日常的に一番多いのは欠席等が出てきたときのチェックですね。そのあた

りがうまくできていなくて、食数が若干減ったり増えたりしてしまってい

る部分がありました。そのあたりでの一人でのチェックが難しいというこ

とで、その後ダブルチェックをさせていただいて間違いが少なくなるよう

にさせていただいております。その他養育中に例えば、他のクラスが、中

門があるんですがそちらから入ってくる折に園庭から出てしまわれると

か、そういったところで危険があった場合ですとか、職員の接遇の部分で
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すね。言葉がけの部分ですね。 
叱ってしまうというか、ネガティブな注意の仕方をしてしまうとか、介助

の部分で危険な部分があったというのはありました。 
どうしても経験年数が長い職員ばかりではないので、経験年数の浅い職員

もおりますので、そういった問題が出てきた場合は、経験の長い担任の職

員からという形にはなるかと思います。男だけの仕方であるとか、介助の

仕方につきましてはその都度指導していただいて改善の方やっていると

ころです。 
 
特にそういう事故とかなかったということで。 
 
それでは最後に総合評価についていかがでしょうか。 
 
先程のヒヤリハットの件ですが、具体的には手を上げられたんですけれど

も、ヒヤリハットは、介助だけでなくて、新しい職員さんへの指導という

んではマニュアルの方に追加なりそちらへの落とし込みなど、そういうこ

とはやられてるんですか。 
或いはハード的な対策をきっちりするとかそういうアクションの内容は

把握し、そういう標準のところは落とすというようなところの見解までい

っているんでしょうか。 
 
危険な部分がハードでの問題とありましたが、ハード面の処置を行ってい

ただいて、改善のほうをさせていただいておりますが、経験日数が満たな

い職員の支援という形になりますと、主にクラスごとに分かれてますので

クラス単位を中心とし、勿論、サービス管理責任者は中心でやらせていた

だいておりますが、クラス担任、補助する職員を中心に日々の療育の中で

学んでいただくような形をとらせていただきます。 
 
これを持ちまして川西さくら園の評価を終了させてもらいます。 
 
続きましてひまわり荘の評価をいたします。 
それでは只今よりひまわり荘の評価に移りたいと思います。 
まず、指定概要 
それでは評価のほうに移ります。1．施設の整備目的の達成に関する取組
みの（1-1）施設の設置目的である事業運営の達成について①～③につい
てご質問ありますでしょうか。 
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それでは（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかがで
しょうか。 
（1-3）利用者の満足度についていかかでしょうか。 
2．効率性の向上に関する取組み（2-1）経費の削減についていかがでしょ
うか。 
（2-2）収入の増加についていかがでしょうか。 
（2-3）収支のバランスについていかがでしょうか。 
3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み（3-1）管理運営の
実施状況についていかがでしょうか。 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等理由
などについていかがでしょうか。 
 
3の 2の③と⑤のところなんですが、安全対策とヒヤリハットということ
で報告書を作っておられて周知を図ってられると思うんですが、ひまわり

荘ではどのようなヒヤリハットがよくあるんですかね。 
 
今まで多かったのが私物の入れ間違いがかなりあります。 
私物には必ずお名前お願いしますと言っているんですけれど、新しいタオ

ルとか、気を付けるようにはしてるんですけど、何かの弾みでよそに行っ

てたりとか。 
そこが結構ありました。 
利用者さんがほぼ全員車いすでカスタムメイドの物が多いので、送迎の時

に車いすに固定の仕方が１台１台変わってくるので、走り出してから緩ん

でいたというのが何回かあったんで、必ず添乗員が確認してから走りだす

という。 
 
そういう軽微というか、ちょっとしたものがあるという。重大なリスクが

ありますけれどもそういう軽微なやつということですね。 
 
大きな車で狭いところに行くので、ちょっと擦ったりはあるんですけれ

ど、対物とか対人は今のところありません。 
それでは最後に総合評価についてご質問はありますでしょうか。 
 
下から２つ目の、問題があり、次年度以降改善が必要な点で、市の方の第

一評価のところで理学療法士等の配置方法を検討する必要があるという

箇所なんですが、具体的にはどういうことなんでしょうかね。 
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機能訓練を施設内で行う場合には、機能訓練専門職員をつけなさいという

規定があるんですが、ついていないので、その訓練は行っていません。し

かし、養護学校や支援センターから実際ご家庭とか家でおられる方の話を

聞くと、機能訓練をやっているところがどこかにないかという話が大変多

いということで、１０年以上前からそういう声が挙がっているらしいので

すが。 
 
リハビリは理学療法士だけでも機能訓練は必ずしも、理学療法士でなくて

もいいということなので、理学療法士等になってるんですかね。 
 
できる看護師でも大丈夫なんですね。 
 
配置されてないんですね。配置を検討するという。 
これは市役所の方に聞いた方がいい。 
 
これまでも新たな職員としてですね、要は職員定数を増やす形での配置で

あるとかあるいは外部から派遣を受けるかたちで機能訓練を実施する、

様々な方法を検討してきたわけなんですけれども、なかなか実現、いろい

ろな関係もございましてですね、実現を見ていないという状況にございま

す。従いましてですね、職員数を増やさない、経費の大幅な増を招かない

ような形での機能訓練の実施という方法をですね、模索していく必要があ

る、検討していく必要があるという趣旨で書かせていただいています。 
 
よくわかりました。 
 
最後のページで、総合評価のところですが、ここで２７年度に改善したこ

とによる効果のところで、利用者は減少しているということなんですか

ね。元々さくら園等の待機児童を減らそうということで拡充されたんじゃ

ないですかね。 
 
ひまわり荘自体は、26 年度の終わりに支援区分 6 の方が二人亡くなられ
て一人入所されたんです。契約者的には、また３人入られたんですけど、

区分 3 の方、4 の方、6 の方が一人ずつで、6 の方が週に１回しかこない
んで、3の方、4の方が 20日ほど 15日とかこられるということでトータ
ルすると支援区分が下がって 5.4か 5あったのが、5.3くらいになって 
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障害の程度の問題があるんでしょうが、いずれにせよ待機児童の方は少な

くなってるんですね。 
 
ひまわり荘は待機の方はいらっしゃいません。 
利用の仕方が月に何日という支給日数という日数でこられるので契約自

体は何人しても大丈夫なんです。 
 
それではひまわり荘につきまして、これで評価は終了したいと思います。 
以上で障害者施設 4施設終わったんですけれども、何か全体的にご意見等
ご質問等ございましたら、最後になりますので、何かありましたらご発言

いただいたら結構と思います。 
 
いろんな施設に関しても一緒なんですけれど、要は経年劣化による老朽化

という所に関しての行政サイドが、指定管理される方に対してここの部分

は行政が面倒見ますよとか、そういった部分はどうなのかなというのが毎

年、この会に出させていただいて常に思う所なんですけれどもそこはいか

がでしょうか。 
 
基本的には、建物は市の所有でございますので、建物の改修等に係る部分

については、指定管理料ではなくて、別途予算にて対応しているところで

ございます。 
日用的な維持管理部分については指定管理料の中でしていただくという

のが基本的な考え方でございます。 
 
よろしいでしょうか。 
ありがとうございました。それではこれをもちまして障害者施設の評価を

終了したいと思います。 
尚、本日いただきましたご意見は事務局の方で取りまとめいたしましてそ

の後最終的に二次評価として公表させていただくことになります。 
それではこれで終了いたします。 
どうもありがとうございました。 
 
続きまして高齢者施設の評価に移りたいと思います。 
それでは改めまして評価者の皆様をご紹介させていただきます。 
種智院大学教授の明石様です。 
税理士の横田様です。 
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評価者 

社会保険労務士の坂井様です。 
指定管理者であります社会福祉協議会の代わりました担当者のみ自己紹

介させていただきます。 
 
緑台デイサービスセンター・緑台老人福祉センターの所長をさせていただ

いております、西垣と言います。よろしくお願いいたします。 
久代デイサービスセンターの井上と申します。よろしくお願いいたしま

す。 
久代老人福祉センター・久代児童センターの所長をさせていただいており

ます小柳と言いますよろしくお願いいたします。 
 
市の担当職員をご紹介します。 
長寿・介護保険課の主幹の田中でございます。 
主査の山本でございます。 
 
それではまず事務局から評価の方法や評価にあたっての流れについて説

明いたします。 
 

～～～ 説明 ～～～ 
 
それでは只今から、緑台デイサービスセンターの評価に移ります。 
まず 1枚目は指定概要でございます。 
めくっていただきまして区分 1 の施設の設置目的の達成に関する取組み
の内（1-1）施設の設置目的の達成の項目につきまして①～③につきまし
てご質問ありますでしょうか。 
 
続きまして（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかが
でしょうか。 
 
事業報告の 82 ページ、この施設管理名簿の順番と違う順番に行ってるん
ですか。 
 
表と間違っておりますので申し訳ございません。只今緑台デイサービスセ

ンターに入っておりますので 
 
緑台の福祉センターの方の質問と勘違いしておりました。 
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そうしましたら、デイサービスを先にやりまして、後また６の老人福祉セ

ンターの方に移りたいと思いますので申し訳ございませんがよろしくお

願いします。 
それでは緑台デイサービスセンターの（1-3）利用者の満足度についてご
質問ありますでしょうか。 
 
違う資料見ていたので、一つ戻っていただいてよろしいですか。 
（1-2）のところの②なんですけれど自己評価がＢで指定管理者の一次評
価がＣということなんですけれども、毎年聞いてる気がするんですけれど

も新規利用獲得に向けての新たな取り組みを検討する必要があるという

ことなんですけれども、聞いてみるといろいろデイサービスというのが多

様化をしてですね、事業者独自の様々な工夫をしてやっておられるところ

の結構出てきてるんですけれども、そういう風な先駆的と言いますか、多

様化したようなデイサービスの在り方について、参考事例というか情報収

集というか、研究というか何かそういう風なことの取り組みは話されてい

るのでしょうか。 
 
実質、他デイサービスセンターの方で行われているレクリエーション、ア

クティビティ、その中で麻雀教室であったり、いろんな娯楽的なところを

含んだところもやっておられると聞いております。 
我々のところもそういう娯楽的なところも入れていこうかということで

少しずつやっておるんですが、後もう一つは、アクティビティの中にゲー

ム性を持った物を取り入れて皆さんが楽しんでいただけるようなことを

回数を増やすなりしてやっております。 
 
そういう風な検討をされているという。 
 
 
情報は収集しているのと他施設のほうからお話を伺ったりとか研修会聞

いてきたりとかいうのをやっております。 
 
数はそんなに多くないと思うんですけれども、全国的に社会福祉協議会が

運営されてる介護保険事業所でデイサービスなんかについてどうなんで

すかね。 
同じような悩みを持っておられると思うんですけれど、社協がやっておら
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評価者 

 

 

 

 

 

 

れるデイサービスなにか有効なものはないんですかね？ 
 
私が聞いたところによりますとデイサービスセンターの方の研修会に参

加させていただいたときに同じグループの方だったんですけれども社会

福祉協議会がやってはるところは田舎といえばあれなんですけれど、人口

密度の結構少ないところがやっておられるところがデイサービスが多く

て人口密度の高い都会と言いますか人口の多いところでは民間さんがほ

とんどやっておられるので社協が苦労しているというのがこのグループ

の中にはいらっしゃらなかったんで、情報がすべて 100％でないんですけ
れども、伺った話によると兵庫県の端の方なんですけれどそっちの方の社

協さんなんかは人数なんかはそっちしかないので、それが中心になってい

ますのでそっちのほうに来ていただいてるという話を伺いました。 
 
サービス・・・恐縮なんですけれども全国的にはどうなんですかね。 
都市型で社協がやってるというような。 
 
全国的なところまでは調べておりません。 
 
 
今後民間さんにもいろいろありますんで勉強していただいてがんばって

いただいたら結構ですのでよろしくお願いします。 
 
利用者の満足度はございませんでしょうか。 
 
2．効率性の向上に関する取組み（2-1）経費の節減についていかがでしょ
うか。 
（2-2）収入の増加についていかがでしょうか。 
 
 
二階に一日、１４０人も行っておられるということ、案外、私も長年会員

させてもらっていますけれど、通過だけでね、二階行っちゃって下で事行

われているの案外知らない人が多いと思いますので、二階の１４０人とい

うのは将来の見込み客ですのでね、その辺、外部候補も必要なんですけれ

ども二階の連中にもうちょっと下で何が行われているのかどんな楽しい

ことやっているのかいうのか案外、行事なんかたとえば、ライブなんかや

っていたら上からでも見に行けるんですか。 
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掲示もさせていただいてますし、実際に事業をやってない祝日なんかにボ

ランティアでサックスの方来られる時とかも見に来られてます。 
実際に興味のある方は落語会とかそういうのに参加してて二階の老人福

祉センターのところに何月何日何時から何何が来ますと、ぜひいらしてく

ださいと掲示もさせていただいております。 
 
後で介護相談なんかもやっておられると。 
 
続きまして（2-3）収支のバランスなどについていかがでしょうか。 
 
3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み（3-1）管理運営の
実施状況についていかがでしょうか。 
 
昨年もあったと思うんですが、研修の計画ですね、27年度は 28年度にま
ずはやっておられると思うんですけどね。その辺がちょっと 26 年から提
案事項やったと思うんですけれど、研修計画とか立てておられるんでしょ

うか。 
 
今年度は２８年度研修計画立てさせていただきまして、スタッフ全員が何

月何日どこどこに行きますという研修計画をたてて個人が一枚私側が一

枚という形で保管して持っております。 
それに合わせて実際今現在来月は消防署の方の緊急の分も対応させても

らうために行かせていただきますし、今年度はこれに沿ってやらせていた

だきます。 
 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用
についていかがでしょうか。 
最後に総合評価についていかがでしょうか。 
よろしいでしょうか。それでは、緑台デイサービスセンターの評価を終了

いたします。 
 
続きまして久代デイサービスセンターの評価に移りたいと思います。 
まず一枚目は指定概要でございます。 
1.施設の設置目的の達成に関する取組みの内（1-1）施設の設置目的であ
る事業運営の達成についてご質問ありませんでしょうか。 
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（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかがでしょうか。 
 
事業報告の 87 ページの残された課題のところで、法的なデイサービスと
いう性格・民間のデイサービスの増加なども踏まえ、運営方針の再検討が

必要な時期になってきています。という所なんですけれど、ずっとこの課

題はあるんですけれど、具体的にはどうでしょうか。 
 
現状やはり利用者がかなり減ってきているということで、今まで通りの運

営方針が果たして正しいのか、内部でそのあたりを検討して、例えばサー

ビスの内容そのものですね。今やっている自分たちのサービスが果たして

有効なのかどうかということも検討していきたいなという風な思いでご

ざいます。 
どうしても利用者が減ってきているのはなんか自分たちの足りないもの

もあるんじゃないかと・・・ 
 
民間のデイと競争するのか。 
 
 
勿論法的な部分で民間で困難な方というのは最優先で受け入れていかな

ければならないですが、それだけではやはり利用者の増にはつながらない

ということでプラスアルファ―が必要ではないかという風に思います。 
 
（1-2）の②は市の一次評価ではＡと付けておられるんですよ（1-19 の③
市の評価がＣとなっていますね。これ結局、新規利用者の確保うんぬんと

いうところのお話両方ともなるんですけれど、積極的に努力していますと

一時評価でＡがつきます（1-2）②はＡがついてるのに（1-1）③ではＣ課
題を含むこれ市の方は課題があるとおっしゃられてると思うんですよ 1-2
の②ではＡとなってるんで、行政の方としては何を課題と思われたんかな

と、そこ聞きたいんですけど。 
指定管理ではなくて行政側なんですけどね 
 
こうした課題がここ何年も続いているという状況のなかで、デイサービス

の運営の在り方で伊丹とか宝塚が隣接すると言ったようなところがござ

いまして、その辺をもうちょっと積極的にＰＲとかをしていただいてです

ね、移動する距離とかいうものもあると思いますので、そういったところ

で経営の方でですね、努力していただければなというような形で 1-3の方
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についてはＣとしております。 
 
そう評価されたんやったら（1-2）②がＡにならないと思うんですけど。 
なるんでしょうか。 
 
ただその中で行事の時にですね、利用日以外の利用者にも案内すると言っ

たようなそういった積極的な面も評価いたしましてこちらの方はＡとし

ております。 
 
なんかそこが、ちぐはぐなような気がしたので質問させていただきまし

た。 
 
1-3利用者の満足度についていかがでしょうか。 
2．効率性の向上に関する取組みの（2-1）経費の削減についていかがでし
ょうか。 
 
（2-2）収入の増加についていかがでしょうか。 
 
（2-3）収支のバランスなどについていかがでしょうか。 
3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組みについていかがで
しょうか。 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用
などについていかがでしょうか。 
 
③の安全対策のところなんですけれどもリスク管理の徹底をさせてね評

価として一次評価の方でも事故防止に努めているということなんですけ

れども社協さんがやってるデイサービスは対応困難な利用者を中心にそ

こに力を入れていろんな促進を図っておられるということなんですけれ

ども、とりわけ対応困難なのは認知症の高齢者かなと思うんですけれど

も、そういう方についてはリスクが高い、例えば目を離している隙に表に

出てこられるとかね、そういう風なリスクがあると思うんですけれど、そ

ういう意味ではヒヤリハット会議とかそういう対応はとられているんで

しょうか。 
一応、朝夕のミーティング、職員が集まってするんですけれど、その時に

このような指示があったということで今後どうすればそれがなくなるの

かという話については毎日。 
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そういうヒヤリハットは、シートを作っておられて、それにマニュアルチ

ェックにですか。 
 
介護職員の方の申し送りの、連絡帳の方にそれは書かせていただいており

ます。 
 
ヒヤリハット会議の名前はついていないけど中身はそういう風なことで。 
 
それについてはすでに職員側がチェック、次の日にはチェックするという

ことで徹底はさせていただいております。 
 
実際にヒヤリハットするような事例はあるんですか。 
 
大きな声では言えませんが、どうしても認知症の方もそうなんですけれど

も歩行、下肢筋力弱っていらっしゃる方が車いすを急に乗られたというそ

ういう場合に不意に立ちあがられたりして、自分は歩ける感覚でおられる

んですけれども、足が動かなくてよれよれになってしまうようなケースは

やはり何件かございます。 
 
それでは最後に総合評価についていかがでしょうか。 
 
それではデイサービスの評価をこれで終了したいと思います。 
 
これより老人福祉センターの評価にまいりたいと思います。 
一の鳥居、久代、緑台の順に行いたいと思います。 
 
まず一の鳥居老人福祉センターの評価を行いたいと思います。 
まず１枚目は指定概要でございます。 
評価区分１．施設の設置目的の達成に関する取組みの 1-1施設の設置目的
のある事業運営の達成について①～③についてご質問ありますでしょう

か。 
 
ここだけでなく、あと 2,3か所出てくるんですが、老朽化が激しくなって
いるんですけど単年度で難しければ 2年、3年でも、設計が始まっている
のでしょうか。 
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実際、耐震の補強の設計と工事につきましてですね。 
今年度実施計画をすでに盛り込んで29年度設計で30年度から工事着手と
いうような流れで今のところ予定しております。 
以上でございます。 
 
市の内部の手続きでして、また担当課の要望ということでして、また市の

中で協議の結果、実際の施工に関しては協議の上、決定することになりま

すので担当としては要望しておるというような段階でございます。 
 
1-2施設の利用状況、及び事業への参加状況についていかがでしょうか。 
1-3利用者の満足度についていかがでしょうか。 
続きまして、2．効率性の向上に関する取組み 2-1 経費の節約についてい
かがでしょうか。 
2-2収入の増加についていかがでしょうか。 
評価なしです 
2-3も評価なしです。 
3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組みついて 3-1 管理運
営の実施状況についていかがでしょうか。 
3-2 法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用につ
いていかがでしょうか。 
 
最後に総合評価についてご意見ありますでしょうか。 
 
駐車場はどのくらい停められるんですか。 
 
 
15台くらいです。 
 
 
車の利用は。 
 
結構市民の会とかそういう関係で多いです。多いときは全部いっぱいにな

ります。 
 
それではこれを以って一の鳥居老人福祉センターの評価を終了いたしま
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指定管理
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す。 
 
続きまして久代老人福祉センターの評価をしてまいります。 
まず初めは指定概要を記しております。 
 
評価シートの 1．施設の設置目的の達成に関する取組みの内（1-1）施設の
設置目的である事業運営の達成についてご意見ありますでしょうか。 
（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかがでしょうか。 
 
事業報告の方の、また後で緑台が出てくるんですけれども、年間 1万 1千
人くらいですかね。 
単純に考えて緑台が 4万 1千人その差というのはどういう。 
 
お風呂があるのとないのでは一番大きいかと思うんです。 
一時金で久代は車が停めれるのが 3台と軽自動車が 1台、児童センターが
一緒なんで、実質車では来ることはできない。 
最寄りのバスの停留所もすごく離れているということで、立地条件として

お風呂もないし、ただ物だけというかなと思いますけれど。 
 
もう１つすいません。 
利用者の南部、中部、北部の分け方ございますね。 
南部、中部、北部の受け方は緑台さんの南部・中部・北部の分け方と全く

一緒ですか。 
 
一番最初に一の鳥居老人福祉センター当初初めてのところなんですね。 
そこで中学校校区で分かれた数字をあげるということなっていまして、そ

れが全部同じような形で中学校校区で南部、中部、北部と分けておる。 
中部、北部からは全然利用はない。 
 
実際そうです。 
確認したところ、中部と言いましても、協立病院近くまでが中部となって

まして、そこから北の人は中部、北部の人はいらっしゃってない。ただ今

年度は 1名だけ中部から来られてます。 
（1-3）利用者の満足度についていかがでしょうか。 
2．効率性の向上に関する取組み 2-1 経費の削減についていかがでしょう
か。 
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3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み（3-1）管理運営の
実施状況についていかがでしょうか。 
 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用
についていかがでしょうか。 
最後に総合評価についてご質問ありますでしょうか。 
 
残忍な質問なんですけれど、1番のところのそうですけれども（3-2）のと
ころもそうなんですけれども、身分確認ができる書類の提示というところ

が一時大きなところで出てくるんですけれども、そんな市外というか利用

を資格がない方の申し込みがよくあるんですか。 
 
近隣の久代でしたら、宝塚とか伊丹の人が引っ越してきた際に聞いたら、

老人ホームあるということで訪ねられて来られることがありますね。 
利用できないかということで宝塚市民の方が近くに来て、近所で聞いたら

老人福祉センターがあそこにあると。 
伊丹の人もきて、川西市民ですかと聞いたら、いえ宝塚ですと、これは利

用できませんと。 
引っ越してきて子供の家に来たからと、周りに何もないから、子供がどこ

か行くように言われたけど、わからないから、近所の人に聞いたらあるよ

ということで、たまたま距離が近くなんで。 
 
最後のページの上から 2つ目の平成 27年度に改善した内容というところ
なんですが、成年後見相談会を定期的に実施されたということなんですけ

れども、アバウトで結構なんですけれど、実績などどうだったのかとか今

後もまたされるのかそのあたりお聞きしたいと思います。 
今後のことも 
 
実績はどうですか。 
 
実績は利用者の方に啓発活動として老人福祉センターで後見制度とは、と

いう講演会を本部から職員が来て、スライド等をして皆さんに興味とか関

心を持っていただいてここでそういう相談会をこれから始めるので皆さ

ん来てくださいということをしたんですが、実質昨年度で通常の方が相談

にどんなものか、後見とはわからないからということ、人数的には数名。 
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評価者 

他にございますでしょうか。 
それでは、久代老人福祉センターの評価を終了したいと思います。 
 
続きまして、緑台老人福祉センターの評価をしてまいりたいと思います。 
一枚目は指定概要でございます。 
評価シート区分 1.施設の設置目的である事業運営の達成（1-1）施設の設
置目的である事業運営の達成の①～③についてご質問等ありますでしょ

うか。 
 
市民病院の実施。 
確かに私も医師会の健康大学とか健康マイレージの講座なんかで市民病

院の話なんかも何回も聞いておるんですけど、川西市民病院は赤字ばっか

り取りざたされて、技術力の高さと話の上手さに感服した次第で非常にい

いところに目つけられたんじゃないかなと思っております。 
それと先程ありました南部、北部、中部ですね実際車 3,4台くらいしか停
められないですしね。 
 
実際のところは 14，5台のスペースあるんですが、自治会と、憩いさんと
うちとで分けておられますので、実際には 3．4 台確保できるかなとただ
3，4 台も此処からうちの分ですと言えないので、取ったもん勝ちという
形になってますので、自治会さんが使われているときはほとんど空いてな

い状態というのがあります。 
 
そんな中で北部、南部からかなり、それはやはりバス？ 
 
 
いえ、車で来られている方がほとんどだと思うんですが、空車を待ってい

ただいたり、朝一番の空いてる時間帯なんかも狙ってこられたり、西の方

の有料の駐車場の方に入れていただいてる方もいらっしゃるという話は

伺いました。 
 
（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかがでしょうか。 
 
（1-3）利用者の満足度についていかがでしょうか。 
 
お風呂の見守りになるどこかに 1名、2名のところ 1名を裂くようなこと
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もあるわけですか？ 
 
そうですね、実際ところ１時間に 1回、中の水質検査させていただいたと
きに見回りをさせていただいてますけれど、事務所の正面が入浴のお風呂

場になっていますので、そこの出入りの確認とそれは常時してるんですけ

れども、中の確認とかなかなかできないのでその辺は完璧じゃないと思い

ます。 
 
常時十数名入っておられることだから、利用客同士の通報に頼らないとい

けない。 
 
 
中の緊急通報が鳴って駆け上がるということが何度かありましたね。 
 
続きまして 2．効率性の向上に関する取組み（2-1）経費の節減についてい
かがでしょうか。 
 
3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組みについて（3-1）管
理運営の実施状況についていかがでしょうか。 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用
などについていかがでしょうか。 
最後の総合評価についてご質問ありますでしょうか。 
 
それではこれをもちまして老人福祉センターの評価を終了したいと思い

ます。 
 
続きまして養護老人ホーム満寿荘の評価に移りたいと思います。 
まず、1枚目は指定概要でございます。 
評価シート 1．施設の設置目的の達成に関する取組み（1-1）施設の設置目
的である事業運営の達成について①～③についてご質問等ありますでし

ょうか。 
 
28 年の 3 月末ぐらいの数字で結構なんですが入所者の市内と市外の人数
は。 
 
市内が 23名で市外が 19名ですね。 
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（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかがでしょうか。 
（1-3）利用者の満足度についていかがでしょうか。 
 
事業報告の方に家族の来訪ですか、平均したら 1か月 6名くらいと、家族
のいらっしゃらない人もあると思うんですが、家族との訪問されるのは 1
か月 6人くらいやから、家族とのコミュニケーションはどのようにとって
はるのかなと。 
 
家族さんでデイにこられる方いうのはあまりおられませんので、どうして

も来ていただく場合は、いろいろトラブルがあったりとか、入院されると

きとかそういうときにこちらの方からご連絡させていただいて、ご足労い

ただくとか、全く家族さんがおられないので、後見人さんが定期的に来て

いただくとかいう形になっております。 
 
成年後見人がついていて依頼してる人は何人くらいいますか。 
 
任意の方がお一人と、補佐人がついてる人がお一人と、補助人の方がお一

人、成年後見が今年入ってからなんですけれどもついた方が三名ですか

ね。 
 
続きまして 2．効率性の向上に関する取組み（2-1）経費の削減についてい
かがでしょうか。 
（2-2）収入の増加についていかがでしょうか。 
（2-3）収入のバランスについていかがでしょうか。 
収支のバランスについてはＡ，Ａということで退所者が入所者数を上回っ

たため増収となったという評価であって、いつも思うんですけれども、高

齢化したりしている入所者の方も大変ご苦労されてると思いますが、私が

不勉強なのか教えてほしいのですが、1 ページの 1 番のところの（1-1）
③のところでは入所数は満たない状況ということで事業報告書見させて

もらったら 40 名前後ということで、定員書いてないですが定員は何名で
すか。 
定員は 50名です。 
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8割の入所ですね。通常養護老人ホームなんか措置費で入ってきますので、
それでは収支のバランスが取れないという風に思うんですけれども、大体

定員入ってちょうどとんとんだという風にざくっと考えてるんですけれ

ども、この決算書みさせてもらったら、大体収支が 2 億 1 千 500 万で差
額が 0ということになっているんですが、これはやはり介護保険の特定施
設の収入が含まれて、なんとか保ってるのかなと思うんですけれども、そ

の他の収入が 1億 2600万ほどありますけど、これは何の収入なんですか
ね。 
１億 2000万の養護老人ホームの収入というのは。 
 
受託金が 4900万、介護保険と障害の収入が 3800万ですか。 
その他収入が 1億 2600万で合計 2億 1500万ということは半分以上がそ
の他収入。 
受託金が指定管理で措置費が老人福祉事業収入というのが措置費。措置費

が 1億 2600万。 
一番中心的な収入がその他収入になっているんですね。 
私がわからないだけの話なんで、何も間違いとかそういうことではないと

思うんですけれど。 
 
今、満寿荘の方が養護老人ホームと特定施設と訪問介護事業、3施設の介
護。 
施設の中でサービスをするといった形になっているんですけれども、その

中でサービス区分間の中でお金の動きが、おそらく 
 
主には措置費。 
介護保険収入の方の分ですね。 
それが他の施設、訪問介護の方が介護保険から収入を得たものを・・ 
 
それが 3800万の方でしょう。 
 
それを特定施設の方が収入をもらうんで、それを介護保険施設に受託金収

入として渡したりとかして、その動きで合わしたりして 
 
会計上の処理などの関係で、措置費は実際どこに入ってるんですか。 
 
措置費の方は老人福祉事業収入のほうですね。 
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この区分から行くと、受託金、介護保険、その他収入。 
 
その他でしょう。 
 
 
会計処理上の入れたり出したりするやつがあるということなんですね。 
要するに定員に満たない分のやつは事業収入で補ってるという。 
 
後、運営で足りない分に関しては、指定管理料で 
 
 
続きまして、3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み（3-1）
管理運営の実施状況についていかがでしょうか。 
 
3-2 法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用など
についていかがでしょうか。 
 
最後に総合評価についてご質問あるでしょうか。 
 
大変ご苦労されていて、いろんな業者の方がおられると思うんですけれど

も、その職員の方の健康気をつけないとあかんとかいうことも書かれてる

んですが、一番下の看護師さんの増員ということで苦慮されているような

んですけれど、今はどういう対応されているんですか。実際には。 
今現在は 3月末で臨時の看護師が退職しまして、4月は 1名で常勤の職員
で対応しておりまして、5月の末くらいまで一応 1人で何とかやってくれ
てたんですけども、募集はかけておったんですがどうしても時間給が民間

の方に比べると 300 円 400 円ぐらい賃金が 1 時間当たり違いますので、
低いですので募集をかけても広告見はったらその時点で民間さんと比べ

られると少ないなと。よほどの方でないと来ていただけないということで

5月の末からはとりあえず派遣の看護師さん。派遣で今利用させていただ
いております。 
６月に一応有料の募集を出させていただいてたまたまいい人が一応ご連

絡くださいまして、9月から勤務していただけるということにはなってい
るんですが、やはり重度化していることとか通院とかいうのが増えており
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ますので臨時さんでも常勤、週 5日での勤務でないとなかなか難しいとい
う所が出ております。 
 
それでは、満寿荘につきまして評価終らせていただきます。 
 
これで高齢者施設の評価は終わりましたけれども、何か特にご意見とかご

ざいませんでしょうか。 
 
それではこれを持ちまして高齢者関係の施設の評価を終了いたします。 
 

～～～～～休憩～～～～～ 
 

お待たせいたしました。 
続きまして久代児童センターの評価に移りたいと思います。 
それでは評価者の皆様のご紹介をさせていただきます。 
種智院大学教授の明石様です。 
税理士の横田様です。 
利用者代表の菊池様です。 
社会福祉協議会の担当者の自己紹介をお願いいたします。 
 
市の児童センター所長の小柳と言います。 
事務局の担当職員を紹介いたします。 
子育て・家庭支援課長の増田でございます。 
 
それでは事務局からの評価の方法や評価にあたっての流れについて説明

をお願いいたします。 
 

～～～説明～～～ 
 
それでは評価項目に沿って久代児童センターの評価をしてまいります。 
1枚目は指定概要でございます。 
それでは評価項目の 1．施設の設置目的の達成に関する取組みのうち（1-1）
施設の設置目的である事業運営の達成について①～③につきまして何か

ご質問ありますでしょうか。 
（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかがでしょうか。 
（1-3）利用者の満足度についていかがでしょうか。 
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続きまして 2．効率性の向上に関する取組みに（2-1）経費の節減について
いかがでしょうか。 
 
次のページへ行きまして、3．公の施設に相応しい適正な管理運営の関す
る取組みの内（3-1）管理運営の実施状況についていかがでしょうか。 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用
などについていかがでしょうか。 
 
それでは最後に総合評価について何かご意見ございませんでしょうか。 
 
それでは評価項目は以上ですが、何か菊池様、平素の利用で何か児童セン

ターに関してご意見とかご質問とか感じられていることとかなんでも結

構ですので何か一言いただければありがたいんですが。要望とかでも結構

ですし。 
 
5、6 年もっと前から利用させてもらっていてすごく行きやすくて。ちょ
っと遠いんですけど、自転車でいける距離なんで行かせてもらってるんで

すけれど、赤ちゃん交流会結構多くやってくれていただけて駐車場がすご

い少なくて、センターの方では 3台 4台くらいしかなくて臨時で前に駐車
してもらったりしているんですけど、ちょっと加茂小校区の方とかは、赤

ちゃんをベビーカーにつれていくと 30～40分以上かかるから車で行きた
いけど場所がないので行けてない方も結構周りにいて、駐車場はやっぱり

ちょっと改善をしてほしいという周りの意見でした。 
もう一軒水飲み器が最近無くなってしまったみたいで、衛生面だと思うん

ですけれども、この時期小学生すごく多くて、この間も利用させてもらっ

たらすごい賑わっていて、水飲み器が無くて、凄いのどが渇いたと言って

る子もいたりとかしたので水飲み器がずっと前からあったので欲しいか

なていう感じで言ってました。 
 
水飲み器というのは 
 
ウォータークーラーが相当年数が経って老朽化、劣化したので次年度予算

要求し、撤去した経緯があります。衛生面が古くてカビとかそういうのが

あって。 
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施設面でありますとか、設備とか備品につきましてはご要望はお伺いいた

しまして、市としまして指定管理の社協と連携して調整しながらできるだ

けご期待には添えていきたいと思いますけど、なかなかすべて行き届くこ

とは難しいかもしれませんけど、貴重な意見とさせていただきます。 
ありがとうございました。 
 
他特にございませんでしょうか。 
これを持ちまして久代児童センターの評価を終了したいと思います。 
ありがとうございました。 
 
それでは老人憩いの家、鶴寿会館の評価を行いたいと思います。 
本日お集まりの評価員の皆さんをご紹介させていただきます。 
種智院大学教授、明石様です。 
税理士の横田様です。 
利用者代表の宗藤様です。 
 
続きまして指定管理者であります鶴の荘自治会の皆様方の自己紹介の方

でよろしくお願いいたします。 
 
鶴の荘自治会会長の石田です。 
同じく前田です。 
 
次に事務局の担当職員をご紹介いたします。 
長寿・介護保険課主幹の田中でございます。 
 
それでは評価に入ります前に事務局からの評価の方法や評価に当たって

の流れについて説明いたします。 
 

～～～説明～～～ 
 
それでは評価項目に沿って老人憩いの家鶴寿会館の評価をしてまいりた

いと思います。 
まず評価シートをご覧ください。 
1枚目は指定概要でございます。 
評価項目シート 2．の区分の 1でございます。 
施設の設置目的の達成に関する取組みのうち（1-1）施設の設置目的であ
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る事業運営の達成の内①～③につきましてご質問等ございますでしょう

か。 
続きまして（1-2）施設の利用状況及び事業への参加状況についていかが
でしょうか。 
続きまして（1-3）利用者の満足度についていかがでしょうか。 
 
満足度は、我々利用者ですから皆さんここ 1年以内いろいろな形で改善し
ていただきましたんで大満足をしております。 
これが悪いとかそれが悪いとかいうのはなく、逆に大満足で喜んでおりま

す。 
同時に推定ですので何ともするのもあれですので、一つご近所の方から、

市役所も同じだと思うんですけど、タバコの禁煙場所ですかね、そういう

のが見苦しいと、その跡が汚いと、吸い殻入れを持ってないものですから、

そこへポイと捨てていくと、そういう苦情がありますので、何らかの住民

対策、またはその時代の感覚の中でタバコというのは今、責められてます

けれども、そういうのも１つ考えてほしいなと。 
それは敷地内に設けさせてもらうのか、何か持つのか、それは、私はタバ

コ吸いませんのでどうとはいいませんけれどもそういうような方法。 
私はたまたま囲碁をやっていますので、囲碁の方に話をしたら、私は捨て

てますと。これから注意をしなければいけないなとそういう風な話はして

みたんですけど。そういうのが 1点ございます。 
後、もう一つ。今後こんな感じで沢山あるんですけれども。 
ＡＥＤ心臓マッサージ器を設置していただいてすごくありがたいことだ

なと思うんですけども、実際ここ 1年間使用されたことがあるのかないの
か、または実際 1年経ったら忘れ去られてしまって、そこにあるというこ
とさえ、みなさんが忘れられてやしないんかなという風な心配をしてまし

た。 
その辺をお願いしたいと思います。 
 
タバコに関しましては、一応長時間やられるのには、囲碁と将棋と午前と

午後にまたいでやられると、場所が住宅街の真ん中にありまして、表に出

られて縁石でタバコを吸っておられる方が多いんで、近所の人からもみっ

ともないという苦情が私どもの方にも来てますんで、これ重々承知してる

んですけれど、現状内部では絶対吸えないということが現実になっていま

すんで、たまたま敷地がそこそこありますんでね、その場に椅子でも置い

といてセッティングしていただいて吸っていただくという形で。ただし、
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タバコの灰皿入れというのは置かずに個々に携帯状のたばこ吸い殻入れ

というのがあるんですかね、あれを持っていただいてやっていただくとい

う形で指導をしていきたいと思うんですが。 
それで囲碁と将棋に関しては他は吸うとこ、ほとんどというより 0に近い
と思うんですわ。そこに関して、一応事務所の女の子から設置場所と必ず

これを持ってきてくれということを徹底はさせていただきたいと思いま

す。 
ＡＥＤに関しては毎年 2 月の説明会の時に一応こういう形でやるという
ことはリーダーの方にはいっているんですけれどもそれが全般に伝わっ

てるかどうかということだと思います。 
 
引き続きまして、ＡＥＤに関しまして、使用したことはありません。 
事故は無かったです。 
だけど先ほどの者が言いましたように、利用者、本当は我々は利用する人

が先生となってやってほしいんです。 
今年もまたＡＥＤの呼吸のための訓練を消防署を入れましてやろうと思

ってます。 
思ってますけれど、それを利用している人が本当は来てくれないといかん

のにその人らが参加してくれないんです。 
他の住民の人に対してしか利用、使用方法なんかを伝授せざるを得なくな

ってるという状況にはあります。 
タバコの事に関しまして、敷地内でタバコを吸ってるということに対し

て。 
住宅街の真ん中にありますので表に出て道路の縁石のところに座ってた

ばこを吸っておられると非常にみっともないということなんで、囲碁の人

将棋の人 3時間も 4時間もやられますんでね、吸ってはいかんということ
は言えないと思うんですで、内部にたまたまそこそこの庭がありますん

で、そこの一部に常設ではなくてですね、椅子をどこか入口のところに 3
脚ほどおいて自由に持っていっていただいて、それで吸って自分の灰皿に

入れて撤去していただくということでお願いはしたいと思うんです、だか

ら早急に。 
 
 
それでもいいけどそれは敷地内ですやろ。 
 
敷地内でやらな他の場所でしたら迷惑かかりますやん。 
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でも、役所にしたら敷地内はだめでしょう。 
敷地内は・・・ 
タバコは敷地内で吸ったらいかんわね。  
市役所でもそう、敷地内で吸ったらいかん。 
 
一般的に兵庫県の条例がありまして、公共施設の建物内は禁止されている

んですけれど、敷地は目的によって対象となるところと無いところがある

と思うんです。 
鶴寿会館はどうなるかは承知はしていないです。 
 
市の施設ですからね、いいのやったら敷地内で何ぼでもさせますよ。 
 
調べた上で、敷地内でＯＫなのかどうか。 
 
 
全くいかんということはできないし、わざわざタバコを吸う部屋を作るわ

けにはいかんし、だから施設内の一部の場所に設けて、各自責任を持って

灰皿は持ってきていただいて入れていただくとそういう風な形で進めて

いきたいと思います。 
 
それでいいんやったら私は撤回します。 
 
一度調べていただいてまた対策等に 
 
 
住宅街の真ん中にあるんでね、見たら全部民家なんで、通る人によっては

非常に見苦しいという形で再三と話はいただいているんでね、何とかせん

といかんと思います。 
 
火災の原因にもなりかねませんのでその辺がマナー。 
 
本当なら夏明けからでもやりたいんです。 
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評価項目に沿って一応ご質問はさせていただきます。 
続きまして 2．効率性の向上に関する取組みのうち（2-1）経費の節減につ
いてご質問ありますでしょうか。 
 
次のページに行きまして 3．公の施設に相応しい適正な管理運営に関する
取組みについてのうち（3-1）管理運営の実施状況につきましてご質問あ
りますでしょうか。 
（3-2）法令順守、個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用
などについて質問ありますでしょうか。 
 
いろんなところで改善をしていただいて、大変ご苦労さまでございます。 
今のところ③のところで前から階段がスリッパで上がらないと危ないと

いう風なことでね、おっしゃっていましたが今回スリッパを禁止するとい

うことで改善をしていただいて、自己防止に努めていただいているような

んですけれども利用者の反応いかがですか。 
 
利用者は幸い去年もご質問いただいて、畳の部屋を絨毯に張り替えました

んで一階はほとんどスリッパなしで行けるという。二階の方にスリッパを

上げまして二階の上がった後からのスリッパ状態にさせていただいてま

す。 
問題はまずないかと思います。 
 
ご苦労様です。 
 
それでは最後に総合評価についてご質問等ありますでしょうか。 
 
今年度というかエアコンがえらい高いお金がかかりまして、この後、次年

度以降改善が必要な点と書いてあって、トイレの取り換えであるとか、こ

こら辺の相当お金がかかるんですかね。 
 
形ではね、私どもこの前から畳を絨毯に変えるというのは 3年、4年前か
ら市役所の方へ申し込んでいたんですけれど、予算的には工事の伴う予算

は下りなくて、実際には協議会の方でもいろいろ苦労していただいて商品

で下していただいたんですわ、だからコンパネと絨毯と支給をしていただ

いて工事の人間だけをうちで雇ってやるというセッティングという形で
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やらせていただいたんですわ。 
トイレに関してもトイレを総合的に改修するとしたら掛かると思うんで

すね。 
トイレの機材だけを支給していただいて、また工事だけをこちらの方でや

ろうかなという風には考えております。 
ただ建物そのものが 35年位経つんですよ、本来ならば全面改修という形
の工事をやっていただかないといかんのですが、予算が無いという形なの

で、部分的に改修をさせていただいているんで、ちょっとまとまった改修

をやっていただいた方が、特に今回は、屋上の方を雨漏りの可能性もある

で屋上の全面改修だけは予算をちょっと、今年度の予算計上としてほしい

ということで出しているんですけれども、これだけはちょっと工事だけは

別、材料別というわけにいきませんのでお願いしたいなと。 
 
ある考えによってはトイレより屋上の漏れの方がかえって緊急性がある

んじゃないかなと思ってます。 
建物の点検から、長い間経ちますものね。 
個人としてはとトイレの改修なんかやったら今問題になっているＬＧＢ

Ｔ、あの人たちはどっちに入ったらいいかわからない。 
役所でもそこまでできてませんね、本当はそういう人の方の為に誰が入っ

てもわかれへん、行ってもいい、女性用男性用或いはＬＧＢＴ用の便所と

3か所設けということが本当は理想なんですけど、そこまで私自身はそこ
まで改修したいと思ってます。 
思ってもそこまではいかないでしょうけどね。上の方はさきにやっていた

だいた方がいいんじゃないかなと個人は思っています。 
 
うちの方からの質問なんですが、この改善（3-2）の事故発生時や非常災
害時の対応についてマニュアルを作成してるか、Ｂ評価としているんです

が役所の方からＣ評価をいただいてるんですが 
これは、私ども一応連絡網を掲示はしてますし、個々のＡＥＤの使い方と

かサイレンが鳴ったときどうするかといった時もどうするかということ

も説明会ではちゃんと言っているんですけどこのマニュアルというのは

一応文章でマニュアル化せなあかんということなんでしょうねこれは。 
これは自治会の方でやる、役所の方でやっていただけるんですか。 
こちらの方でＣを付けさせていただいた理由としましてはマニュアルで

どなたが見られてもわかるような物そういった物を作成していただきた

いということですので、もしこの辺で作成の仕方がわからないとかいうこ



39 
 

 

 

 

 

評価者 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

指定管理

者 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

指定管理

者 

 

司 会 

 

 

 

 

評価者 

指定管理

者 

 

とであれば他で作ってるマニュアルとかをですね参考にしていただけれ

ばと思いますので、またそれはこちらのほうでそういった物を参考にして

いただければと。 
 
これは自治体でやらないということですかマニュアル、文章化は。 
個々のたとえば、連絡網とか避難時の対策とか気をつけることとか火事の

時のどうするかということは一応説明会で口頭では全部言ってるつもり

なんですけど、こういう風に書かれてることはマニュアル化してください

ということなんですよね。 
 
そうですね。なんかあった時に現場に行っていただいてるのは指定管理者

の方なりますのでそういった視点で。 
 
それやったら反対するわ。設置義務者はあんたらのとこやねんで、これは

市役所の建物やあれは、それをなんでわざわざ作らないかんの。 
当然あんたのところがするべきや、それに基づいての使用細則いうのは私

が作ってもいいよ、大筋はあんたとこ作らないかん。それを私とこに丸投

げするのはいかんよと私は思いますけれどね。皆さんどう思われますか。 
 
何も丸投げするとかいったことでは我々そう思っておりませんので、そう

いった物を作っていかないといけない残さないといけないというような

ところでこのような評価にさせていただきました。 
 
 
共同で作るということですよね。共同で作ってそれを逆にマニュアル化し

たものを来られる方全員に渡すということになるんでしょうね。 
 
そこに設置していくということで皆さんご承知いただけるようにどちら

がということなしに双方施設の設置側と管理者側と協議していただいて

他の施設にも当然、市が指定管理している施設もありますんで参考にしな

がらお願いしたいと思いますんでよろしくお願いします。 
 
今でも必要最小限のそういう風な細則はわかってはおるんです。 
マンガ的なもんでいいんじゃないでしょうか。１番重要視するのは火災で

しょうね今のところは。 
その他今の時代ですから突然刺されたりとかいろんな問題がある時代で
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すから何があるかわからない。 
非常的にいえば火災で、マンガ的にいえば、一度はどこへ連絡するとかさ

そういうような形で、 
 
消防訓練を受けたんですけどね、老人施設であるから、例えば自分のとこ

ろが火事を出さない限りは外へは出さんといてくれ言われてるわけです。 
かえって危ないと自分とこの火事の場合は避難の指導はしていただいて

いいけれども、近隣の火事の場合は外へは出さないでほしいということで

消防署から言われています。 
 
それでは評価の方は終わりましたので、特に他ご意見等ございませんでし

ょうか。 
ありがとうございました。 
 
それでは本日予定いたしておりました社会福祉施設等 12施設の評価が終
了いたしました。 
長時間にわたりまして貴重なご意見いただきまして誠にありがとうござ

いました。 
頂戴いたしましたご意見につきまして今後より良い施設の管理運営につ

なげてまいりたいと考えております。 
尚、本日の議事は事務局の方で取りまとめいたしまして評価者の皆様方に

は 
再度ご確認いただいた上で最終的な評価調書とさせていただきたいと思

っております。 
その後公表すると考えておりますのでご承知をいただきますようによろ

しくお願いいたします。 
それではこれを持ちまして平成 27年度指定管理者管理運営評価会議を終
了させていただきます。 
本日は長時間に渡りどうもありがとうございました。 
 

 

 

 


